
 

 

 

※途中変更がある場合は必ず音楽院へ連絡をしてください！　

 

※申請書・報告書はホームページからダウンロードできます。
URL http://www.actcity.jp/hacam/

事業のしくみ
音楽指導者派遣事業とは

浜松市アクトシティ音楽院では、特に音楽の指導に優れた方々に
音楽指導者派遣事業へ登録していただき、音楽による開かれた地域づくり、
学校づくりをサポートするため、市内の教育機関・音楽団体等に音楽指導者を
派遣しております。

派遣時間数

・一団体につき、前期・後期合わせて最大８時間まで
　※リトミックについては、前期・後期合わせて２回まで
　※一回あたり15分単位で申請してください。
☆合唱の対外的なコンクール出場団体に限り、従来の派遣枠に＋最大8時間
  まで申請することができます。
　※市内公立小中学校に限らせていただきます。
　※この時間枠は対外的なコンクール出場に向けた指導以外の目的では
    ご利用いただけません。

派遣された指導者への謝礼

・派遣希望者が用意する必要はありません。音楽院から
　一定限度の謝礼（交通費弁償分）を登録者へお支払い
　します。

指導できる内容

 

声　楽（合唱 等）
管楽器　木管楽器（フルート・オーボエ・クラリネット・ファゴット・サックス・リコーダー 等）
　　　  金管楽器（トランペット・トロンボーン・ユーホニウム・ホルン 等）
打楽器（マリンバ・ドラム　等）　　
弦楽器（ヴァイオリン・ヴィオラ・チェロ・コントラバス・ギター 等）
和楽器（和太鼓・尺八・横笛・大正琴・三味線・箏 等）
その他（オカリナ・リトミック・合奏・伴奏ピアノ 等）

 

 

派遣対象

・浜松市内の幼稚園、小学校、中学校、高等学校、
　大学、その他教育機関
・浜松市内で音楽活動を行っている団体
・営利、宗教、政治を目的としない団体
・その他音楽院が適当と認めた団体

申請者音楽院

・派遣可能な内容か音楽院で検討後、

　派遣の可否をご連絡します。
（依頼された内容に対し、やむを得ず、

　適切な人材を派遣できない可能性も

　ございますので、ご了承ください。）

・詳細が決定した時点で、音楽院から

　『確認書』をお送りします。

・派遣終了後、7日以内に「派遣報告書」を

　音楽院へご提出ください。　

　（FAXでも可）

報告書の提出

申請書を提出

当　日

確認書の送付

打合せ

講師の選出

内容の検討

終　了

・必要な楽器、機材等は、派遣先（申請者）

　でご用意ください。

※音楽院からの貸出はしておりません。

・当日の内容を申請者と講師で直接打合せ

　していただきます。

・詳細が決定次第音楽院へご連絡ください。

・特定の講師の希望がない場合は、

　音楽院で適切な人材を選出し、

　調整の上ご連絡します。

・希望する内容、日時を「登録者派遣

　申請書」に記入の上、原本を音楽院へ

　ご提出ください。

（郵送又は持参ください。)

　派遣時数に達し次第、締め切らせて
　いただきます。

※希望日の１ヶ月前までにご提出ください。

　それ以降は受け付けません。

※音楽指導者派遣事業登録講師の情報は

　アクトシティ音楽院のホームページを

　ご覧ください。

前期（5月中旬～9月)

※4月中旬受付開始

後期（10月1日～3月）

※9月1日受付開始

派遣申請から当日までの流れ

学校

浜松市内の
音楽団体等

音楽指導者
指　導

打合せ

登　録　
派遣の調整
研修会実施

派遣申請 指導者の派遣

浜松市アクトシティ音楽院


